
はじ めに1

新型コ ロ ナウイ ルス感染症は、 多く の中小企業

に多大な影響を 与えた。 窮地に立たさ れた中小企

業の事業継続を 支援する 観点から 、 政府では実質

無利子・ 無担保融資（ 以下「 ゼロ ゼロ 融資」 と い

う 。） を 措置し 、官民金融機関はそれら 制度融資も

活用し 、 中小企業者の資金繰り の支援に当たっ

た。 金融庁と し ても 事業者の資金繰り に万全を 期

すべく 、 累次の要請を 民間金融機関に対し 行っ て

き たと こ ろ である 。 その結果、 企業の倒産件数は

低水準で推移し 、 地域経済への影響も 抑えら れて

いる と 考えら れる 。

一方で、 2023年の夏頃から 、 ゼロ ゼロ 融資の返

済据置期間が終了し 、 返済を 開始し た事業者の数

がピ ーク を 迎えている 。 積み上がっ た債務の返済

を 順調に行っ ていく ためには、 収益も コ ロ ナ禍以

前の水準以上に戻っ ている必要がある が、 物価高

などの影響も あり 、 苦し い状況にある 事業者も 相

応に存在する 。 現状は条件変更などによ り 資金繰

り が安定し ている 事業者についても 、 業績が回復

し ない状況が継続し た場合、 今後、 窮境に陥る 可

能性が高い。

実際、 足も と では中小企業の倒産件数が増加に

転じ ており 、 金融機関は苦し い状況にある 事業者

の支援を 積極的に行っ ていかなければ、 最悪の場

合、 債権が毀損し 、 自ら の経営状況の悪化につな

がり かねない。

金融庁では2023年事務年度「 金融行政方針」 に

おいて、「 社会経済情勢の変化に対応し た事業者

支援の推進」 を 今年度の重要テーマと し て掲げ、

対応を行っ てき た。 本稿ではそのなかの取組みと

し て、 2024年 1 月に行っ た経営改善、 事業再生に

関する「 中小・ 地域金融機関向けの総合的な監督

指針」 等の改正に関し て、 また、 2023年11月に改

定さ れた「 廃業時における「 経営者保証に関する

ガイ ド ラ イ ン 」 の基本的考え方」 について、 金融

行政担当と し ての立場から 、 その位置づけや、 取

組みを紹介する 。

「 中小・ 地域金融機関向けの総合的な

監督指針」 等の改正
2

金融庁はコ ロ ナ禍の資金繰り フ ェ ーズから 事業

者の実情に応じ た経営改善・ 事業再生支援フ ェ ー

ズへの転換を 軸と し て、 金融機関に一歩先を見据

えた早め早めの対応を 促進し ても ら う べく 「 中小

・ 地域金融機関向けの総合的な監督指針」 等（ 以

下「 監督指針」 と いう 。） を 改正し た（【 図表 1 】）。

⑴　 改正の背景と ポイ ント

ア　 経営改善・ 事業再生支援の本格化

ゼロゼロ 融資等の対応も あり 、 金融機関の融資

特集　 進む中小企業の事業再生・ 廃業支援

 前・ 金融庁監督局総務課監督調査室 監督調整官　 　 　 橋野 　 永
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社会経済情勢の変化に対応し た事業者支援の推進に向けた取組み
―「 中小・ 地域金融機関向けの総合的な監督指針」 等の改正―
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残高は2020年 5 月以降、 大幅に増加し ている 。 民

間調査会社が行っ たアン ケート 調査においても 、

全国の中小企業の約33％が「 債務の過剰感があ

る 」 と 回答し ており 1 、 業績が回復し ていない事

業者においても 過剰な債務を 抱えている 可能性が

ある 。 ゼロ ゼロ 融資の返済開始は、 2023年 7 月以

降本格化し て おり 、 返済開始の最後のピ ーク も

2024年 4 月に到来する など、 事業者支援の必要性

が高まっ ている 。

先行き が不透明だっ たコ ロ ナ禍においては、 金

融機関によ る事業者支援は資金繰り 支援が中心で

あっ たが、 アフ タ ーコ ロ ナにおいては一歩先を 見

据え、 経営改善・ 事業再生支援にフ ェ ーズを 転換

し ていく こ と が求めら れる 。 2023年11月27日に開

催し た「 事業者支援の促進及び金融の円滑化に関

する 意見交換会」 においても 、 鈴木俊一金融担当

大臣から 「 事業者支援の在り 方も 、 コ ロ ナ禍での

資金繰り 支援に注力し た段階から 、 一歩先を 見据

えて、 事業者の実情に応じ た経営改善・ 事業再生

支援等に取り 組むと いう 新し い段階へと 移行し て

いく 必要がある 」 と 発言があっ たと こ ろ だ。

長ら く 低金利の時代が続いており 、 金融機関の

貸出金利は低調に推移し てき た。 金融機関も 単に

お金を 貸すだけでは収益確保が難し い経営環境で

あり 、 こ れから は、 経営改善・ 事業再生支援など

の巧拙が問われる 時代にな っ て いく と 考え ら れ

る 。 事業者の経営支援等に主体的に取り 組み、 事

業者の財務状況等が改善すれば、 結果と し て前向

き な投資需要への対応や、 引当金の減少等を 通じ

た金融機関の経営基盤の強化にも つながっ ていく

はずだ 2 。

●改正のポイ ン ト

　 経営改善・ 事業再生支援フ ェ ーズへの転換を図

るため、

　「【 Ⅱ－ 5 － 1 　 経緯】　 ⑵特に地域金融機関に

おいては、 地域産業や事業者を 下支えし 、 地域経

済の回復・ 成長に貢献するこ と が重要であり 、 こ

れがひいては地域金融機関自身の事業基盤の存立

に関わる問題であると 再認識する必要がある。」

【 図表 1 】「 中小・ 地域金融機関向けの総合的な監督指針」 等の一部改正案の概要

1 　 東京商工リ サーチ「 第 9 回過剰債務に関するアンケート 調査」（ 2022年10月18日）。

2 　 金融庁広報誌「 アク セスFSA 」 244号（ 2023年12月 8 日）。
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　「【 Ⅱ－ 5 － 2 　 基本的考え方】　 資金繰り 支援

にと どまら ない、 顧客企業の実情に応じ た経営改

善支援や事業再生支援等を先延ばし するこ と なく

実施する 必要がある」

と 明記し 、 金融機関の事業者支援への転換を明確

に打ち出し た。

イ 　 一歩先を 見据えた早め早めの対応

早期に経営改善・ 事業再生に着手する こ と は、

事業者にと っ て、 選択肢が多い段階で予防的措置

を 取るこ と につながる 。 特に抜本的な事業再生を

行う ためには、 ある 程度の時間を 要する こ と か

ら 、 まずは資金繰り が安定し ている こ と が前提と

なる 。 そのためには、 窮境に陥る 前の対応が不可

欠であり 、 実際に相談に来る タ イ ミ ン グが遅かっ

たた め、 私的整理を 進める 間の資金繰り がも た

ず、 破産を 選択せざる を 得ない状況になっ た事例

も あると 聞く 。 金融庁において実施し た調査にお

いても 、 再生企業・ 清算企業を 比較する と 、 初期

の段階から 業績不振であるこ と についてメ イ ン バ

ン ク に相談し た割合は、 再生企業（ 64％） が清算

企業（ 53％） に比べて高い。 一方で、 メ イ ン バン

ク に相談し なかっ た割合は、 再生企業（ 7 ％） と

比較し 清算企業（ 25％） が高かっ た 3 。 こ の調査か

ら も 、 早期に、 金融機関などと 経営状況について

対話を行い、 認識を 共有する こ と が重要である と

分かる。 本来は、 事業者自身が収益力の低下や財

務内容・ 資金繰り の悪化等へし っ かり と 認識を も

つこ と が重要だが、 経営者も 、 金融などすべてに

明る いわけではない。 金融機関が将来的な財務内

容・ 資金繰り の悪化を 予測する などし て、 事業者

の状況が変化する 可能性について、 その認識を 深

める よう に働き かける こ と で、 事業者の早期の経

営改善・ 事業再生につなげる こ と ができ る のでは

ないだろ う か。

足も と 、 ゼロ ゼロ 融資等の影響によ り 、 信用保

証協会における 保証債務残高はリ ーマン ショ ッ ク

発生時以上の高い水準で推移し ている 。 信用保証

協会100％保証の割合も 急激に上昇し た。 そう し

た状況下、 懸念さ れる のは、 毀損し た場合の収支

影響が大き いプ ロ パー融資が中心の事業者と 比

べ、 信用保証協会の保証付融資が中心である事業

者への支援が後回し になるのではないかと いう こ

と だ。 自金融機関がメ イ ンである 事業者に対し て

は、 積極的に経営改善・ 事業再生支援などを行う

こ と はも ち ろ んのこ と 、 信用保証協会の保証付融

資の割合が高い場合や、 メ イ ン 先でない顧客企業

に対し ても 、 支援が後手になり 、 金融機関の認識

し ない間に破産を 選択すると いっ たこ と のないよ

う 、 早め早めの経営改善・ 事業再生支援に取り 組

むべき だ。 その際、 自金融機関の経営資源に限界

があり 、 支援が難し い場合でも 、 必要に応じ て他

の金融機関や信用保証協会等の外部機関と 連携を

行う など、 それら 事業者が見捨てら れる こ と のな

いよ う 、 手を 尽く す必要がある 。

●改正のポイ ント

　【 Ⅱ－ 5 － 2 － 1 　 顧客企業に対する コ ン サル

ティ ング機能の発揮】 において、「 業況悪化の未然

防止や早期改善等の観点から 、 顧客企業の状況の

変化の兆候を適時適切に把握し 、 早め早めの対応

を促すこ と が重要である 」 と し つつ、

　 ⑴日常的・ 継続的な関係強化と 経営の目標や課

題の把握・ 分析の項目に、 業況悪化の未然防止や

早期改善等の観点から 、 早め早めの対応を 促すべ

く 、 予兆管理の項目を盛り 込んだ。 また、 具体的

には、

　「 収益力の低下、過剰債務等によ る財務内容の悪

化、 資金繰り の悪化等が生じ たため、 経営に支障

が生じ 、 又は生じ るおそれがある 状況へ移行する

兆候があるかどう か継続的に把握するこ と にも 努

める」

　「 自ら 有事への段階的移行過程にある こ と を 認

識し ていない者を 含めた顧客企業に対し 、 有事へ

の段階的な移行過程にあるこ と の認識を深めるよ

う 働き かけていく 」

　 ⑵最適なソ リ ュ ーショ ンの提案の項目に「 今後、

顧客企業を 取り 巻く 状況が変化する こ と を 想定

3 　 金融庁「 抜本的な事業再生の課題について」（ 2016年 6 月27日）。
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し 、 有事に移行し てし まっ たと き に提供可能なソ

リ ュ ーショ ンについても 積極的に情報提供を行う

等、 顧客企業の状況の変化の兆候を把握し 、 顧客

企業に早め早めの対応を促す。」

と 明記し 、 金融機関に対し て、 一歩先を 見据えた

早め早めの対応を行う よう 求めた。

　 また、 ⑶経営改善・ 事業再生支援等の支援が必

要な顧客企業に対する 留意点、 ③経営改善・ 事業

再生支援に関する 積極的な取組みな ど の項目に

は、「 貸付残高が少ない顧客企業や、保全さ れてい

る債権の割合が高い顧客企業、 信用保証協会の保

証付き 融資の割合が高い顧客企業に対し ても 、 自

身の経営資源の状況等を踏まえつつ、 必要に応じ

て早めに他の金融機関や信用保証協会、 外部専門

家、 外部機関等と 連携し 、 顧客企業の実情に応じ

た経営改善支援や事業再生支援等に取り 組んでい

く 」

と 明記し 、 自身の経営状況を踏まえ、 関係機関等

と も 連携し た支援を促し ている 。

ウ　 顧客のニーズを 踏まえたソ リ ュ ーショ ン の

提供

ア　 金融機関と 事業者の対話の頻度

金融庁が実施し た事業者へのアン ケート 調査 4

において、 ゼロ ゼロ 融資の返済目途が立っ ていな

い状況の事業者の34.4％が、 金融機関に相談し て

いない、 又は金融機関から 業況や返済見通し につ

いての確認がないと 回答し ている（【 図表 2 】）。 ま

た、 経営改善支援サービ スの提案に関する 金融機

関の訪問頻度について、 債務者区分が下位の企業

になる ほど頻度が少なく なる 傾向がある こ と が分

かっ た。 本来、 経営改善支援の必要性が高い要注

意先以下の事業者の42.6％が、 経営改善支援サー

ビ スの提案に関する 訪問がないと 回答する など、

必要な 支援が行き 届い て い な い こ と が分かる

（【 図表 3 】）。

イ 　 メ イ ン バン ク の経営に関する 課題や評価の

状況

また、 メ イ ン バン ク が事業や経営に関する 課題

や評価を 伝え て く れる と 回答し て いる 事業者は

54.8％にと どまっ ており 、 メ イ ン 先であっ ても 、

事業者と 経営に関する 課題などを 共有でき ていな

いこ と が分かっ た。 また、 メ イ ン バン ク から 伝え

ら れた経営課題等について、 納得感がない理由と

し て、 債務者区分が下位の企業になる ほど、 金融

機関担当者と の信頼関係が構築でき ていないと い

う 回答が多く 、 十分なコ ミ ュ ニケーショ ン が図ら

れていないこ と が分かっ た（【 図表 4 】）。

4 　 金融庁「 金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート 調査」（ 2023年 6 月28日）。

【 図表 2 】 実質無利子・ 無担保融資先の金融機関と の対話状況

（ 出所） 金融庁「 金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート 調査」（ 2023年 6 月28日）。
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早期の経営改善・ 事業再生のためには、 事業者

と 金融機関の円滑な コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン が重要

だ。 足も と では、 粉飾決算など、 コ ン プラ イ アン

ス違反で倒産する 企業が増加し ており 、 コ ミ ュ ニ

ケーショ ン の重要性は増し ている 。 金融機関は、

事業者と の対話を 通じ て 課題を し っ かり と 共有

し 、 経営改善計画策定等のソ リ ュ ーショ ン をプッ

シュ 型で提案する など、 適切なコ ン サルティ ン グ

機能を発揮する べき だ。

当然、 そのよ う な場合には、 優越的地位の濫用

の防止に留意する こ と はも ち ろ んだが、 例えば経

営改善計画を 策定する こ と 自体が目的化し 、 その

【 図表 3 】 金融機関と の対話の頻度（ 債務者区分別）

（ 出所） 金融庁「 金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート 調査」（ 2023年 6 月28日）。

【 図表 4 】 メ イ ンバン ク の経営に関する 課題や評価の状況

（ 出所） 金融庁「 金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート 調査」（ 2023年 6 月28日）。
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後の経営改善に実効性が伴わないよ う な内容の計

画で ある よ う な 場合には、 顧客本位と はいえ な

い。 そ の支援内容、 支援手法が真に顧客企業の

ニーズに合致し たも のである こ と にも 留意する べ

き だろ う 。

●改正のポイ ン ト

　【 Ⅱ－ 5 － 2 － 1 　 顧客企業に対する コ ン サル

ティ ン グ機能の発揮】 の⑶経営改善・ 事業再生支

援等の支援が必要な顧客企業に対する留意点、 ③

経営改善・ 事業再生支援に関する積極的な取組み

等の項目において、「 地域金融機関は自身が主たる

取引金融機関である顧客企業に対し ては、 丁寧に

対話を 行っ たう えで実情に応じ た経営改善支援や

事業再生支援等に積極的に取り 組んでいく 」

と 改めて明記し 、 事業者への積極的な対話、 関与

を促し ている。

　【 Ⅱ－ 5 － 3 　 主な着眼点】 においては、「 営業

店が顧客企業と の日常的・ 継続的な関係を通じ て

把握し た経営状況・ 経営課題等について、 本部と

当該内容を共有し 、 必要に応じ て営業店と 本部が

一体と なっ て実効性ある支援に取り 組むなど、 適

切な役割分担の下で、 顧客企業の経営課題に応じ

た最適なソ リ ュ ーショ ンを提供するための態勢整

備に努めているか」

と 明記し 、顧客企業の経営課題を組織と し て把握、

共有し 、 必要なソ リ ュ ーショ ン を提供でき ている

か検証すると し た。

　 なお、 同項には「 地域金融機関が経営改善計画

の策定支援を 行う 場合には、 優越的地位の濫用の

防止に留意し つつ、 当該支援施策の活用が真に顧

客企業のニーズに合致し ている かも のであるこ と

を確認する態勢にある か。 また、 策定する経営改

善計画が顧客企業の経営改善に効果的な内容と な

るよう 顧客企業の置かれた状況を十分に踏まえた

内容になっ ているか」

と いう 点も 検証すると し た。

⑵　「 中小企業の事業再生等に関するガイ ド ラ

イ ン 」 に対する 期待

2022年 3 月に公表さ れた、 中小企業の事業再生

等に関するガイ ド ラ イ ン（ 以下「 事業再生等ガイ ド

ラ イ ン 」 と いう 。） では、 新たな準則型私的整理手

続である 「 中小企業の事業再生等のための私的整

理手続（ 以下「 中小版手続」 と いう 。） を 定めて い

る 。 中小版手続は2022年度には、 官民金融機関で

28件の計画に合意さ れたこ と が確認でき ており 、

金融庁では活用事例も 公表し たと こ ろ だ 5 。 また

2023年度においては、 すでにそれ以上の活用が確

認さ れて いる 。 他の準則型私的整理手続と 比較

し 、 中小版手続は、 取引金融機関の合意形成がな

さ れている場合には、 スピ ード 感を も っ てク ロー

ジン グまで対応でき る と の意見が多い。 中小版手

続には他の準則型私的整理手続にはなかっ た「 廃

業型」 の手続も 措置さ れており 、 事業再生を 進め

る なかで、 資金繰り がも たなかっ た、 スポン サー

が見つから なかっ たと いっ た理由で、 こ れまでは

破産を 選択せざ る を 得な かっ た事業者において

も 、円滑に廃業に移行でき る など、「 最後の砦」 と

し て 有効に 機能し て い る と 考え て い る （【 図表

5 】）。

●改正のポイ ン ト

　「 顧客企業のラ イ フ ステ ージ等に応じ て提案す

るソ リ ュ ーショ ンの例」 と し て、 事業再生や業種

転換が必要な顧客企業には「 中小企業の事業再生

等に関するガイ ド ラ イ ン 」 の再生型手続を、 事業

の持続可能性が見込まれない顧客企業には同廃業

型手続を、 それぞれ追記し た。

　 また、【 Ⅱ－ 5 － 3 　 主な着眼点】 に「 取引金

融機関と し て、 外部専門家・ 外部機関等や中小企

業の事業再生等に関するガイ ド ラ イ ン等を活用し

て顧客企業の事業再生支援を行う 場合には、 積極

的な対応をし ているか。」

と 明記し 、 受け身の対応でない主体的な対応を求

めた。

5 　 金融庁「「 中小企業の事業再生等に関するガイ ド ラ イ ン事例集」 の公表について」（ 2023年10月17日）。
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【 図表 5 】 ガイ ド ラ イ ン を 活用し た円滑な廃業支援の例

（ 出所） 金融庁「 中小企業の事業再生等に関するガイ ド ラ イ ン事例集」（ 2023年10月17日）。
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中小版手続の利用が進むなかで、 実務家等の関

係者から 、 改善等が望まれる 事項が寄せら れてお

り 、 よ り 円滑な手続と なる よ う 、 事業再生等ガイ

ド ラ イ ン の改定が行われた 6 。 中小企業・ 金融機

関・ 実務専門家について、 予防的対応の必要性が

よ り 強調さ れる と と も に、 中小企業が、 経営に追

い込ま れる こ と な く 取り 得る 選択肢が多いう ち

に、 早期に事業再生等のアク ショ ン を 取る こ と も

盛り 込まれた。 同様の趣旨が、 今回金融庁におい

て改正し た監督指針にも 盛り 込まれており 、 金融

機関には中小版手続も 含めたいっ そう の取組みを

期待し ている。

また、 専門家の裾野拡大に向け、 第三者支援専

門家補佐人の選定要件が緩和さ れており 、 中長期

的に専門家の地域偏在解消につながっ ていく こ と

を 期待し ている 。 なお、 金融庁では、 地方におけ

る 弁護士等の専門家の育成を 後押し する ため、 各

地の専門家と 地域の金融機関の連携強化に向けた

イ ベン ト を 実施予定だ。

廃業時の「 経営者保証に関するガイ

ド ラ イ ン」 の基本的考え方の改定
3

⑴　 改定の背景

コ ロ ナ禍で対応し てき たゼロゼロ 融資などの金

融支援策の効果も あり 、 倒産件数が抑えら れてき

たと の民間調査会社の調査結果も ある 。 一方で、

足も と では倒産件数が増加し ており 、 ゼロ ゼロ 融

資の返済本格化に伴い、 今後、 倒産件数がさ ら に

増加する 可能性がある 。 事業再生については、 中

小企業を 支援する 枠組みと し て、 中小企業活性化

協議会と いっ た公的機関のほか、 事業再生等ガイ

ド ラ イ ン なども 整備さ れてき た。 一方で、 それら

私的整理手続によ る 再生に至ら ず、 廃業に至っ た

事業者については、 法人破産時に保証人である 経

営者個人が破産に至っ ている ケースが多いと いっ

たデータ も 示さ れている と おり 、 経営者保証に関

する ガイ ド ラ イ ン に基づく 保証債務整理が進んで

いない現状がある 。

政府と し ても 再チャ レ ン ジを推進し ていく 観点

から 、「 経 済財政 運営と 改革の 基本 方針2023」

（ 2023年 6 月16日閣議決定） 及び「 新し い資本主義

のグ ラ ン ド デ ザイ ン 及び 実行計画2023改訂版」

（ 2023年 6 月16日閣議決定） では、 企業経営者に退

出希望がある 場合の早期相談体制の構築など、 退

出の円滑化を 図る 旨が明記さ れ、 企業経営者への

早期相談の重要性について周知徹底を 行う こ と と

さ れた。

経営者保証に関する ガイ ド ラ イ ン 研究会では、

こ れら 課題に対し て、 企業経営者に退出希望があ

る 場合の早期相談の重要性について、 主たる 債務

者、 保証人、 対象債権者及び保証債務の整理に携

わる 支援専門家に対し 、 よ り いっ そ う の周知を

行っ ていく 観点から 、 廃業手続に早期に着手する

こ と が、 保証人の残存資産の増加に資する 可能性

がある こ と 等を 明確化する 「 廃業時における 「 経

営者保証に関する ガ イ ド ラ イ ン 」 の基本的考え

方」 の改定を 実施し た。

⑵　 金融庁における 対応

金融庁は企業経営者に退出希望がある 場合の早

期相談の重要性について、 保証債務整理手続に携

わる 弁護士へ周知を 行う ため、 日本弁護士連合会

に対し 、 経営者保証に関する ガイ ド ラ イ ン に基づ

く 保証債務整理のさ ら なる 周知・ 浸透に関する 依

頼文書を 発出し た 7 。

また、 経営者に対し て周知を行う ため、 保証債

務整理に関する パン フ レ ッ ト を作成し 、 公表し た

（【 図表 6 】） 8 。

こ のパン フ レ ッ ト は、 全国の中小企業者団体

や、 弁護士に送付し たほか、 経営者が相談等を 行

6 　 改定の詳細は、 小林信明「「 中小企業の事業再生等に関するガイ ド ラ イ ン」 及びQ& A 改定の解説」 本号74頁参照。

7 　 金融庁＝中小企業庁「「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 に基づく 保証債務整理の更なる周知・ 浸透について」（ 2023

年12月13日）。

8 　 金融庁「「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 に基づく 保証債務整理に関する経営者向けパンフ レ ッ ト の作成について」

（ 2023年12月13日）。
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【 図表 6 】 保証債務整理に関する パン フ レ ッ ト
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う 際に目にと まる よ う 、 日弁連中小企業法律支援

セ ン タ ー、 各地の地方裁判所にも 協力し て も ら

い、 パン フ レ ッ ト の備付けを 行っ たと こ ろ だ 9 。

事業者、 支援専門家双方の認知度が向上し 、 よ り

活用が進んでいく よ う 、 金融庁と し ても 引き 続き

必要な対応を 行っ ていく 方針だ。

なお、いっ そう の活用を促進する 観点から 、「 保

証人の自己破産回避に向けた 事例集」 を 公表し

た10。 事業再生や廃業手続に早期に着手し たこ と

で、 保証人が個人破産を 回避でき 、 相応の資産を

手元に 残す こ と がで き た 事例を 公表し て い る

（【 図表 7 】）。 ぜひ一読いただき たい。

金融機関に求めら れる対応4

監督指針などの改正について、 すでに対応済み

の金融機関においては、 新たな対応を 求める も の

ではないが、 こ れまでの支援対応が例えば資金繰

り に傾注し ていた金融機関に対し ては、 一歩先を

見据え た 経営改善等の支援に 取り 組む新た な

フ ェ ーズにシ フ ト し て いく こ と を 求めて いる 。

キーワード は「 早め早めの対応」 だ。 経営改善で

あれ、 事業再生であれ、 再チャ レ ン ジであれ、 先

延ばし にする のではなく 、 早めの対応を 事業者に

促すこ と で、 事業者が取り 得る選択肢は広がる 。

9 　 金融庁＝中小企業庁「「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 に基づく 保証債務整理に関するパンフ レ ッ ト の地方裁判所の

窓口等への備付けについて（ 依頼）」（ 2024年 2 月15日）。

10　 金融庁「 保証人の自己破産回避に向けた事例集（「 経営者保証に関する ガイ ド ラ イ ン 」 における 保証債務整理事例）」

（ 2024年 1 月31日）。

【 図表 7 】 保証人の自己破産回避に向けた事例

（ 出所） 金融庁「 保証人の自己破産回避に向けた事例集（「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 における 保証債務整理事例）」

（ 2024年 1 月31日）。
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そのため、 と り あえず「 様子見」 と いっ た受け身

の対応は、 改正し た 監督指針の内容を 踏ま え る

と 、 望まし い対応と はいえない。

繰り 返し になる が、 決し て、 すべての支援につ

いて各金融機関単体で対応し ても ら いたいと いう

わけではなく 、 必要に応じ て支援専門家等と 協調

し ながら 対応する など、 自身のおかれた経営状況

や、 経営資源等を 踏まえた対応を 行っ ても ら えれ

ばよ い。 自金融機関で対応でき ないこ と を 理由に

様子見する のではなく 、 そのよ う な場合には支援

専門家等に取り 次ぐ などの対応が求めら れる。

また、 窮境に陥っ た事業者に対する 早め早めの

対応についても 、 決し て「 再生の見込みがない企

業を 選別し 、 切り 捨てろ 」 と いっ たこ と を 意図し

ているのではなく 、 そう いっ た事業者についても

放置する こ と なく 、 再チャ レ ン ジの観点から 早め

の対応を 促すなど、 寄り 添っ た対応を 行っ てほし

いと いう こ と だ。 実際に、 早めの対応を 行っ たこ

と で経営者保証ガイ ド ラ イ ン に基づく 保証債務整

理手続を 利用でき 、 相応の残存資産を 手元に残せ

た経営者も 存在する 。 金融庁のアン ケート 調査に

も あっ たと おり 、 業績が悪化する と 金融機関の担

当が訪問し なく なっ たと いう 事業者の声は多く 、

必要な支援が受けら れていない状況は金融機関、

事業者双方にと っ て望まし い状態と はいえない。

一方、 課題を 認識し て いな い事業者に対し て

は、 経営改善の必要性を 認識さ せ、 事業者の意識

を 変える こ と も 必要だ。 時には厳し いこ と をいわ

なければなら ないケースも あろ う かと 思う が、 そ

こ で様子見する こ と なく 、 根気強く 、 継続し て対

応するこ と も 重要だろ う 。 事業者の意識が変わら

なければ、 金融機関がいく ら 努力し ても 経営改善

や事業再生には着手でき ない。

いずれにし ても 、 金融機関は、 足も と の状況を

踏まえた組織と し ての意識改革や、 営業店への周

知・ 徹底、 顧客企業と 円滑なコ ミ ュ ニケーショ ン

を 促進する ための態勢整備が求めら れる 。 また、

経営改善や事業再生等の支援は一朝一夕ででき る

こ と ではなく 、 実効性のある 取組みにし ていく た

めには、 継続的な人材育成も 必要になっ てく る だ

ろ う 。

おわり に5

民間ゼロ ゼロ 融資は数多く の事業者の資金繰り

安定化に寄与し た一方で、 弊害と し て事業者の経

営改善が先送り になっ てき たこ と も 事実だ。 今回

の監督指針等の改正は、 金融機関の実務を180度

変えるも のではなく 、 こ れまでの事業者支援のあ

り 方について、 足も と の状況を 踏まえた内容を 追

記し 、 改めて明確化する も のだ。 足も と でも 多く

の事業者はさ まざまな課題や悩みを 抱えている 。

そのよう な事業者のニーズを 把握し 、 いかにし て

支援を行っ ていく か、 金融機関にと っ て真価が問

われている 。

金融庁では今後も 、 事業者の実情に応じ た経営

改善支援や事業再生支援等の徹底等を 金融機関に

促し 、 その取組状況についてし っ かり と フ ォ ロ ー

し てまいり たい。
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